
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      H30.4.1 

国の制度で、安全・確実・有利な中小企業退職金共済制度に加入しませんか？（詳しくは商工会へ） 

～
第
五
十
八
回
通
常
総
会 

開
催
予
定
の
お
知
ら
せ
～ 

「
小
須
戸
ま
ち
め
ぐ
り
Ｐ
Ｒ
冊
子
」 

 
 

 
 

 

参
加
店
募
集
に
つ
い
て 

 

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
」
の 

 
 

 
 

 
 

公
募
が
開
始
さ
れ
ま
し
た 

 

第
五
十
八
回
小
須
戸
商
工
会
通
常
総
会

は
、
次
の
日
程
に
て
開
催
予
定
で
す
。
後

日
、
正
式
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

多
く
の
会
員
の
皆
様
の
ご
出
席
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

◎
日
時
：
平
成
三
十
年 

五
月
十
五
日
（
火
）
午
後
三
時
～ 

◎
会
場
：
小
須
戸
商
工
会
館
三
階
会
議
室 

 

小
須
戸
商
工
会
商
業
活
性
化
委
員
会
で
は
、

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
続
く
商
店
街
の
活
性

化
対
策
と
し
て
、
今
年
度
は
小
須
戸
商
店
Ｐ

Ｒ
冊
子
《
ど
す
こ
い
こ
す
ど
・
夏
巡
業
サ
イ

コ
ロ
場
所
》
を
発
行
し
ま
す
。
発
行
に
あ
た

り
、
参
加
店
を
募
集
い
た
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
内
容
】 

 

各
お
店
の
取
扱
商
品
、
営
業
時
間
、
定
休

日
、
期
間
中
の
サ
ー
ビ
ス
等
を
記
載
し
た
カ

ラ
ー
冊
子
を
制
作
し
、
旧
小
須
戸
町
全
世
帯

に
配
布
し
ま
す
。
Ｐ
Ｒ
冊
子
の
中
に
は
ス
ゴ

ロ
ク
の
台
紙
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
掲
載
の

お
店
で
五
百
円
以
上
の
お
買
い
物
を
し
て
い

た
だ
く
と
、
そ
の
場
で
サ
イ
コ
ロ
を
振
っ
て

ス
ゴ
ロ
ク
に
参
加
で
き
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
が

三
十
個
で
あ
が
り
と
な
り
、
先
着
で
参
加
店

共
通
商
品
券
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。ま
た
、

Ｗ
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
、
ゆ
う
パ
ッ
ク
が
当
た

り
ま
す
。 

【
開
催
期
間
】 

 

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
（
金
） 

 
 
 
 
 
 

～
八
月
三
十
一
日
（
金
） 

【
参
加
費
】 

 

無
料
（
た
だ
し
、
お
客
様
に
対
す
る
割
引

や
サ
ー
ビ
ス
は
各
お
店
で
企
画
し
、
そ
の
分

は
各
お
店
で
負
担
し
て
く
だ
さ
い
。） 

【
申
込
方
法
】 

 

同
封
の
申
込
書
で
平
成
三
十
年
四
月
十
九

日
（
木
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

国
の
平
成
二
十
九
年
度
補
正
予
算
事
業

と
し
て
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
標
記
補
助
金
に
つ
い
て
、
三
月
九
日
よ

り
公
募
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。 

【
概
要
】 

小
規
模
事
業
者
が
、
商
工
会
・
商
工
会

議
所
の
助
言
等
を
受
け
て
経
営
計
画
を
作

成
し
、
そ
の
計
画
に
沿
っ
て
地
道
な
販
路

開
拓
等
に
取
り
組
む
費
用
の
三
分
の
二
を

補
助
し
ま
す
。
商
工
会
会
員
、
非
会
員
を

問
わ
ず
、
応
募
可
能
で
す
。 

※
小
規
模
事
業
者
と
は
、
常
時
使
用
す
る

従
業
員
の
数
が
左
記
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
商
工
業
者
（
会
社
〈
企
業
組
合
・
協

業
組
合
を
含
む
〉
お
よ
び
個
人
事
業
主
）

で
す
。 

①
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
の
卸
売
業
・

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
（
宿
泊
業
・
娯

楽
業
を
除
く
） 

②
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
サ
ー
ビ

ス
業
の
う
ち
宿
泊
業
・
娯
楽
業 

③
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
製
造

業
・
建
設
業
・
そ
の
他 

④
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
企
業
組

合
・
協
業
組
合 

【
補
助
上
限
額
】 

 

五
十
万
円 

※
補
助
対
象
経
費
七
十
五
万
円
の
支
出
の

場
合
、
そ
の
三
分
の
二
の
五
十
万
円
を
補

助
し
ま
す
。
補
助
対
象
経
費
九
十
万
円
の

支
出
の
場
合
に
は
、
そ
の
三
分
の
二
は
六

十
万
円
と
な
り
ま
す
が
、
補
助
す
る
金
額

は
、
補
助
上
限
額
で
あ
る
五
十
万
円
と
な

り
ま
す
。 

 

但
し
、
以
下
の
場
合
は
、
補
助
上
限
額

が
百
万
円
に
引
き
上
が
り
ま
す
。 

 

①
従
業
員
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る
取
組 

 

②
買
い
物
弱
者
対
策
の
取
組 

 

③
海
外
展
開
の
取
組 

 

ま
た
、
原
則
と
し
て
、
個
社
の
取
り
組

み
が
対
象
で
す
が
、
複
数
の
小
規
模
事
業

者
が
連
携
し
て
取
り
組
む
共
同
事
業
も
応

募
可
能
で
す
。
そ
の
際
に
は
、
補
助
上
限

額
が
百
万
円
～
五
百
万
円
と
な
り
ま
す( 

連
携
す
る
小
規
模
事
業
者
数
に
よ
り
異
な

り
ま
す
）。 

【
取
組
の
例
】 

・
販
売
促
進
用
チ
ラ
シ
作
成 

・
カ
タ
ロ
グ
作
り 

４月の 

花 
 

さくら 
 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 
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平
成
三
十
年
度 

新
潟
市
制
度
融
資
の
改
正
に
つ
い
て 

新
潟
市
国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ 

平成 30 年度 国民健康保険料率・賦課限度額 ※（ ）内は平成 29 年度 

経
営
計
画
作
成
セ
ミ
ナ
ー
の 

開
催
に
つ
い
て 

 医療分 支援分 介護分 

所得割 
7.6％ 

（8.2％） 

3.1％ 

（2.8％） 

2.5％ 

（2.2％） 

均等割 
17,700円 

（20,100円） 

7,200円 

（6,600円） 

14,100円 

（12,300円） 

平等割 

（一世帯あたり） 

22,200円 

（24,000円） 

9,000円 

（8,400円） 
― 

賦課限度額 
58万円 

（54万円） 
19万円 16万円 

 

・
販
促
ツ
ー
ル
の
制
作 

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
制
作 

・
商
談
会
、
見
本
市
へ
の
出
展
参
加 

・
看
板
の
新
装
、
陳
列
棚
の
改
良 

・
店
舗
改
装 

・
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
改
良 

・
外
国
語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
制
作 

・
店
内
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
導
入 

・
省
エ
ネ
設
備
の
導
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
な
ど 

【
日
程
】 

１
．
公
募
締
切 

 

平
成
三
十
年
五
月
十
八
日
（
金
） 

２
．
採
択
公
表 

 

平
成
三
十
年
七
月
中
旬
（
予
定
） 

３
．
事
業
終
了 

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
（
月
） 

【
申
請
方
法
】 

 

申
請
書
等
は
、
新
潟
県
商
工
会
連
合
会

Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

 
 
   

http://www.shinsyoren.or.jp/ 

ま
た
、
申
請
に
際
し
ま
し
て
は
、
商
工

会
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お

早
目
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
小
規
模

事
業
者
を
対
象
に
、
経
営
計
画
作
成
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
前
段
の
小
規
模
事

業
者
持
続
化
補
助
金
の
申
請
に
も
役
立
つ

セ
ミ
ナ
ー
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

平
成
三
十
年
四
月
十
二
日
（
木
） 

 

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分 

【
会
場
】
新
潟
県
商
工
会
館 
 

【
対
象
者
】
小
規
模
事
業
者 

【
参
加
費
】
無
料 

【
申
込
】 

商
工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

新
潟
市
で
中
小
企
業
の
た
め
に
行
っ
て

い
る
新
潟
市
制
度
融
資
に
つ
い
て
、
平
成

三
十
年
度
の
改
正
が
あ
り
ま
し
た
の
で
ご

案
内
い
た
し
ま
す
。
紙
面
の
都
合
上
、
一

部
の
み
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
詳
細
は
商

工
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

小
規
模
企
業
者
と
新
規
開
業
者
向
け 

融
資
の
限
度
額
の
拡
充 

国
の
「
中
小
企
業
者
の
経
営
の
改
善
発

達
を
促
進
す
る
た
め
の
関
係
法
の
一
部
改

正
」
を
受
け
、「
小
規
模
企
業
振
興
資
金
」

と
「
中
小
企
業
開
業
資
金
」
の
限
度
額
を

二
千
万
円
へ
拡
充
し
ま
す
。 

経
営
支
援
特
別
融
資
の 

融
資
期
間
を
延
長 

前
年
と
比
較
し
売
上
が
減
少
と
な
っ
た

方
等
を
対
象
と
す
る
経
営
支
援
特
別
融
資

に
つ
い
て
、
返
済
負
担
の
軽
減
な
ど
を
目

的
に
融
資
期
間
を
延
長
（
現
行
九
年
以
内

→
改
正
後
十
年
以
内
）
し
ま
す
。 

設
備
資
金
に
対
す
る 

支
援
の
見
直
し 

資
金
使
途
の
制
限
が
比
較
的
少
な
い

「
一
般
融
資
」
の
限
度
額
を
現
行
の
二
千

万
円
か
ら
三
千
万
円
に
拡
充
、
融
資
期
間

も
現
行
の
八
年
か
ら
十
年
に
延
長
し
、
よ

り
設
備
投
資
に
取
り
組
み
や
す
い
制
度
と

し
ま
す
。 

平
成
三
十
年
四
月
よ
り
国
民
健
康
保
険

制
度
が
変
わ
り
ま
す
。
紙
面
の
都
合
上
、

一
部
の
み
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

国
民
健
康
保
険
料
の 

納
付
回
数
を
変
更 

年
二
回
行
っ
て
い
た
、
保
険
料
額
の
決

定
（
賦
課
）
を
、
年
一
回
に
変
更
し
ま
す
。

納
付
回
数
が
年
十
二
回
か
ら
九
回
（
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
納
付
が
な
く
な
り
ま

す
）
と
な
る
た
め
、
一
回
あ
た
り
の
納
付

額
は
増
え
ま
す
が
、
年
間
の
保
険
料
額
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。
年
金
天
引
き
の
方
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
年
金
支
給
月
に
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険
料
率
・ 

賦
課
限
度
額
を
改
定 

平
成
三
十
年
度
保
険
料
率
は
、
医
療
分

を
引
き
下
げ
、
支
援
分
・
介
護
分
を
引
き

上
げ
ま
す
。
全
体
と
し
て
保
険
料
率
は
引

き
下
げ
と
な
り
ま
す
。 


